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所沢市成年後見制度利用促進基本計画 
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第１章 計画策定にあたって 
１ 策定の背景 
近年、高齢化の進行に伴い、認知症高齢者や単身高齢者の増加も見込まれており、
判断能力が不十分な人の権利を擁護する成年後見制度の必要性がますます高まって
います。また、日常生活での判断等に不安を抱える方へのサポート、障害者の「親亡
き後」の問題といった成年後見制度を取り巻く様々な課題も顕在化しています。 

しかしながら、全国的に見ても、成年後見制度の利用者数は増加傾向にあるものの、
認知症高齢者等の数と比較して著しく少ない状況にあり、権利擁護や成年後見制度に
関する理解・活用が進む仕組みづくりが喫緊の課題となっています。 

成年後見制度は、認知症、知的障害や精神障害などによって判断能力が不十分な人
の権利や財産を守るための制度として、従来の禁治産制度が見直され、平成 12 年に
介護保険制度と同時にスタートしました。介護保険制度は、利用者本人が事業者と契
約してサービスを受けるものであり、判断能力が不十分な人でもサービスを受けるこ
とができるようにするための成年後見制度と合わせて、高齢者の生活を支える車の両
輪と言われています。 

また、平成 28 年には「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行し、ノー
マライゼーション、自己決定権の尊重、身上保護の重視といった制度の理念が更に尊
重され、平成 29 年には国の「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定していま
す。 

これにより、概ね令和 3 年度までに「当該市町村の区域における成年後見制度の利
用の促進に関する施策についての基本的な計画」を定めるよう努めること、利用促進
に向けて必要な体制の整備を講ずることが明示されました。 
また、令和２年には、専門職後⾒⼈、親族後⾒⼈、市⺠後⾒⼈108等のいずれにとっ

ても、本人の意思決定支援を踏まえた後見事務を行う上で参考にされ、活用されるこ
とを期待し、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」が策定されました。 

本市ではこれまで、地域福祉計画に成年後見制度の利用促進を含む権利擁護の推進
を位置づけ、成年後見制度の周知啓発や利用支援、相談体制整備、関係機関・関係団
体等との連携などに取り組んできたところですが、これらの経緯を踏まえつつ、市と
して新たに所沢市成年後見制度利用促進基本計画を策定し、制度の更なる利用促進に
向けた取り組みを進めていくものです。 
  

 

108 p.6 参照 

１ 
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平成 12 年 成年後見制度スタート（禁治産制度の見直し） 

あまり利用が進まない 
平成 28 年 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」施行 

平成 29 年 国の成年後見制度利用促進基本計画 

⇒令和３年度までに市町村計画を策定（努力義務） 

関係機関との協議・検討組織の立ち上げ 
令和２年度 所沢市成年後見制度利用促進基本計画策定 

令和 3 年度以降、制度の更なる促進に向けた取り組みを進める 
 

２ 計画の位置づけ・期間 
本計画は、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第 14 条の当該市町村の区

域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画として
位置づけます。 

また、地域共生社会の実現に向けた仕組みづくりとして、個人の意思の尊重や自立、
安心・安全な地域生活の実現が包含されている第 3 次所沢市地域福祉計画と連携し、
同一の理念のもと、一体的に策定することにより、進行管理の効率化や福祉分野にお
ける多角的な視点を踏まえた評価を行います。 

なお、本計画の期間は第３次所沢市地域福祉計画と整合性を図るため、令和３年度
から令和８年度までの６年間とします。 

 

（参考）成年後見制度の利用の促進に関する法律 

（市町村の講ずる措置） 

第一四条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見

制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機

関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

二 略 

 
（参考）国 市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉支援計画の策定ガイドライン 

ケ 市民後見人等の育成や活動支援、判断能力に不安がある者への金銭管理、身元保証人等、地域づくり

の観点も踏まえた権利擁護の在り方 

・ 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な者への権利擁護支援のための地域連携ネット

ワークの構築やその中核となる機関の在り方、権利擁護支援の担い手としての市民後見人等の育成や親族

後見人も含めた活動支援の在り方、日常生活自立支援事業の対象とはならないものの判断能力に不安があ

り金銭管理が必要な者や、身元保証人が存在していないために生活等に困難を抱えている者への支援の在

り方（成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 29 号）（以下「成年後見制度利用促進

法」という。）に規定される市町村計画と一体的なものとすることも考えられる） 
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３ 成年後⾒制度とは 
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分である

ため、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないよう、
選任された支援者（成年後見人等）により、法律面や生活面で支援する制度です。 

成年後見制度は大きく分けて①法定後見制度と②任意後見制度の、２つの種類があ
ります。 

 
①法定後見制度 

法定後見制度とは、既に判断能力が不十分である場合に、本人又は配偶者・四
親等以内の親族等の申立てによって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の支援
者として選任する制度です。本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」
の３種類が用意されています。 
■法定後見制度の３種類 

 補助 保佐 後見 

対象となる方 判断能力が不十分な方 判断能力が著しく不十

分な方 

判断能力が欠けている

のが通常の状態の方 

成年後見人等が同

意又は取り消すこ

とができる行為 

申立てにより裁判所が

定める行為 

借金、相続の承認など、

民法第 13 条第１項記

載の行為のほか、申立

てにより裁判所が定め

る行為 

原則として全ての法律

行為 

成年後見人等が代

理することができ

る行為 

申立てにより裁判所が

定める行為 

申立てにより裁判所が

定める行為 

原則として全ての法律

行為 

 

 

②任意後見制度 
任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に

は、あらかじめ本人自らが選んだ人（任意後見人）に、代わりにしてもらいたい
ことを契約（任意後見契約）で決めておく制度です。本人の判断能力が低下した
場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が
生じます。この手続きを申し立てることができるのは、本人やその配偶者、四親
等以内の親族、任意後見受任者です。 
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第２章 成年後⾒制度を取り巻く状況 
１ 全国的な傾向 
（１）対象者の推計 
認知症患者数の将来推計は、令和 7 年までに、推計で 675万人となっており、その

後も更なる増加が見込まれています。 
■認知症患者数の将来推計（全国） 

 

出典：厚生労働省「成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況（令和 2 年 6月）」 

 

知的障害者、精神障害者数はいずれも増加しており、知的障害者は約 10 年間で約
54万人（約 2.3倍）、精神障害者数は約 99万人（約 1.3倍）増加しています。 
 

■療育手帳所持者数の推移（全国） 

 
出典：厚生労働省「知的障害児（者）基礎調査」（平成 17年）、 

厚生労働省「生活のしづらさなどに関する調査」（平成 23 年～）を基に作成 

  

462

517

602

675

744

802 797

850

200

400

600

800

1000
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■精神障害者数の推移（外来・全国） 

 

出典：厚生労働省「患者調査」 

 

（２）成年後見制度の利用状況 
令和元年 12 月末日時点における成年後見制度の利用者数は 224,442 人で、日本の
総人口（令和２年１月１日時点）に占める利用者数の割合は 0.18％でした。また、埼
玉県では 1,633 人、本市では 417件（市人口比 0.12％）となっています。 

 

■成年後見制度の利用者数の推移（全国） 

出典：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」 

  

290.0

287.8

361.1

389.1
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平成20年

平成23年

平成26年

平成29年

（万人）

191,335

203,551

210,290
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令和元年

（人）



 

71 

過去５年における申立て件数の推移をみると、35,000件前後で推移しています。 
 

■過去５年における申立て件数の推移（全国） 

 

出典：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」 

 

 

市区町村⻑申⽴て件数の推移をみると、申立て件数は増加傾向にあり、過去５年間
で約 1.3倍となっています。 

 

■市区町村長申立て件数の推移（全国） 

出典：厚生労働省「成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施の状況（令和２年６月）」 
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（３）申立ての理由 
申立ての理由は認知症が 63.3％を占めています。 

 

■申立ての理由（令和元年の１年間） 

出典：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」 

 

（４）成年後見人等の受任者 
親族以外の第三者（弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士、社会福祉法人等）

が受任する割合が 78.2％を占めています。 
 

■本人から見た成年後見人等の受任者の割合（令和元年の１年間） 

 

出典：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」 

  

認知症

63.3%

知的障害

9.7%

統合失調症

8.9%

高次脳機能障害

4.5%

遷延性意識障害
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その他

12.5%
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21.8%
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２ 所沢市の現況 
（１）対象者の推計 
本市の高齢化率は 27.1％となっています。高齢者独居世帯数は 13,179世帯、要支

援・要介護認定者数は 15,379人（認定率 16.4％）となっています。 
また、知的障害者と精神障害者はそれぞれ 2,262人（人口の 0.7％）、3,497人（同
1.0％）となっており、その数は増加傾向にあります（各数値の時点は以下の出典の
とおり）。 

 

■成年後見制度の支援が必要な対象者  

 

  

市の総人口 344,317 人 

総人口・65歳以上人口・高齢化率出典：住民基本台帳（令和２年９月 30日） 

高齢者独居世帯数出典：国勢調査（平成 27年 10月１日） 

要支援・要介護認定者数出典：介護保険課（令和２年９月 30日） 

療育手帳出典：障害福祉課（各年度末時点、令和２年度のみ９月 30日時点） 

精神障害者保健福祉手帳出典：健康管理課（各年度末時点、令和２年度のみ９月 30 日時点） 

※人口に対する割合はいずれも住民基本台帳人口（令和２年９月 30日時点）を母数とする。 

93,423 人 

人口の 

1.0％ 

人口の 

0.7％ 

●65歳以上人口 

●療育手帳（知的障害

者手帳）所持者数 

2,262 人 

●精神障害者保健福

祉手帳所持者数 

3,497 人 

高齢者 

障害者手帳所持者 

●要支援・要介護認定者数 

15,379 人 

 

●高齢者独居世帯数 

13,179 世帯 

認定率 

16.4％ 

高齢化率 

27.1％ 
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（２）制度の利用状況 
①本市の申立て件数 

申立て件数の推移をみると 70件前後で推移しています。 
 

■本市における申立て件数の推移 

 

出典：さいたま家庭裁判所川越支部 

②市⻑申⽴て109件数 
市⻑申⽴て件数の推移をみると、20件前後で推移しています。 

 
■市長申立て件数の推移（対象者別） 

出典：地域福祉センター 

 

109 p.87 参照 
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（３）相談件数 
成年後見制度に係る相談件数は毎年度増加傾向にあり、平成 28 年度と比較して 
約 2.3倍になっています。特に平成 28 年度から平成 29 年度にかけては、こどもと福
祉の未来館が開館し、福祉の相談窓口110が開設されたことにより大きく相談件数が増
えています。 

相談先としては福祉の相談窓口や地域包括支援センター111が多くなっています。
（＊） 
 

■成年後見制度に係る相談件数の推移 

単位：件 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令 和 元 年 度 

福祉の相談窓口 65 274 325 331 

高齢者支援課 7 11 19 23 

地域包括支援センター（14 箇所合計） 175 150 174 254 

障害福祉課（委託相談支援事業所含む） 29 21 21 34 

こころの健康支援室 3 13 2 2 

合計 279 469 541 644 

出典：地域福祉センター（福祉の相談窓口と委託相談支援事業所の件数は一部重複） 

 

＊記載の相談先以外にも市内で活動する NPO 法人等の相談先があります。 

  

 

110 p.6 参照 
111 p.5 参照 
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（４）制度認知の状況 
①成年後見制度の認知度及び利用意向 

第 3 次所沢市地域福祉計画策定に向けて、令和元年度に市⺠アンケートを実施しま
した（p.22参照）。 

このうち成年後見制度についての認知度や利用の意向についての質問では、回答者
の約 8割が「成年後見制度の内容を知らない」と回答しています。 

また、「制度を利用したい」という人は全体の 30.6％でしたが、回答者を「制度を
よく知っている」人に限定してみると、「制度を利用したい」という人の割合が 44.2％
にまで増えていることが分かります。これらにより、制度を広く周知することが制度
への理解を深め、利用促進につながるものと考えられます。 
■成年後見制度の認知度＊ 

 

出典：第３次所沢市地域福祉計画策定に関する市民意識調査 
 

■成年後見制度の認知度別 今後の利用意向＊ 

 

出典：第３次所沢市地域福祉計画策定に関する市民意識調査 
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②成年後見人受任者についての意向 
成年後見制度を利用する場合に、後見人になってほしい人は、「配偶者や子どもな

どの親族」が 82.3%と、親族による後見を求める声が多くなっています。 
 

■（利用したい場合）後見人になってほしい人（複数回答） 

 
出典：第３次所沢市地域福祉計画策定に関する市民意識調査 

 

成年後見制度を「利用したくない」又は「わからない」と回答した人の理由として、
「制度名は知っているが、内容は知らない」という層や「制度名も内容も知らない」
という層では「制度の内容や利用方法がよくわからない」が高くなっています。 

 

■（利用したくない又はわからない人） その理由（複数回答）＊ 

単位：％ 
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全体 1,117 38.4 19.2 34.7 13.2 49.0 8.0 3.8 4.1 

よく知っている 152 2.0 12.5 30.3 9.2 65.8 9.9 8.6 3.9 

制度名は知っているが、 

内容は知らない 

612 40.4 22.2 37.6 14.7 52.5 5.9 3.8 3.8 

制度名も内容も知らない 
315 53.0 17.5 32.7 13.0 34.0 11.4 1.9 4.1 

出典：第３次所沢市地域福祉計画策定に関する市民意識調査  
＊回答結果は有効サンプル数に対するそれぞれの回答数の割合を小数点第２位で四捨五入しています。また、ク

ロス集計分析結果表の分析軸に「不明」回答がある場合は表示していません。  
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配偶者や子どもなどの親族

弁護士や司法書士などの専門職

社会福祉法人などの団体

市民後見人

わからない

その他

不明

（％）

一般向け調査（n=503）

「親族」による後見を求める方が多い 
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第３章 計画のめざす姿と施策の展開 
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基本方針 施策目標 主な取り組み 

   

誰
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が

意

思

を

尊

重

さ

れ

�

権

利

が

守

ら

れ

る

環

境

づ

く
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施策目標１ 

成年後見制度の周知・ 

啓発 

（１）わかりやすい講演会・講座の開催 

（２）講演会や相談会の実施に対する支援 

（３）広報活動の推進 

（４）早期の支援につなげるための相談先の

PR 

  

施策目標２ 

利用しやすい環境整備と

担い手の支援 

（１）親族後見人の支援 

（２）市民後見人候補者の育成・活用 

（３）日常生活自立支援事業 

「あんしんサポートねっと」との連携 

（４）法人後見人の支援 

（５）成年後見制度の利用支援 

 
 

施策目標３ 

地域連携ネットワークの

整備 

（１）支援が必要となる方の早期発見・支援の

仕組みづくり 

（２）後見人支援機能の強化 

（３）関係団体との連携 

 

  

３ 
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１ 基本理念（第３次所沢市地域福祉計画） 
 

支え合う心を大切に 

自分らしく暮らせるみんなのまち 

 

 

２ 基本方針（所沢市成年後⾒制度利⽤促進基本計画） 
 

誰もが意思を尊重され、権利が守られる環境づくり 

 

 

【施策目標１】成年後見制度の周知・啓発 
市⺠が成年後⾒制度を正しく理解できるよう、やさしく、わかりやすい資料の提供

に努めるとともに、様々な媒体を活用した情報提供を推進します。 
また、必要な時に必要な制度を選択できるよう、制度に対する理解促進を図るとと

もに、元気なうちから利用に備える意識づくりを進めます。 

【施策目標２】利用しやすい環境整備と担い手の支援 
今後の利用者拡大に向けて、市内相談窓口の利用促進を図るとともに、親族後見に
伴う⽀援の強化など、市⺠ニーズに即した事業の充実を図ります。 

また、利用者がメリットを実感できるよう、意思決定支援や身上保護を重視し、多
様な選択に向けた担い手の育成、受任後における相談機能の構築を進めます。 

【施策目標３】地域連携ネットワークの整備 
権利擁護支援が必要な人を早期に発見し、速やかに適切な支援につなげるために、

地域の見守り体制と各種相談窓口等とのネットワーク体制を構築し、チームによる円
滑な支援をめざします。 

（詳細は p.30 をご覧ください） 

ＳＭＩＬＥ 

プラン 
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施策目標１ 成年後見制度の周知・啓発 

 

 
 
  施策目標 

   

基本方針 

誰もが意思を尊重され、 

権利が守られる環境づくり 

 
１ 成年後見制度の周知・啓発 

  

 ２ 利用しやすい環境整備と担い手の支援 

  

 
３ 地域連携ネットワークの整備 

 

●現状・これまでの主な取り組み 
法定後見制度・任意後見制度などの成年後見制度の基本的な仕組みを学ぶ機会とし
て、市⺠向け講演会や出前講座を実施しています。 

また、士業112団体による講演会や相談会の実施を
支援しています。 

制度の周知・利用促進に向けては、広報ところざ
わやホームページ、ところざわほっとメール113等に
おいて、制度や講演会等の周知を行っているほか、
市⺠ワークショップの開催のほか、制度のパンフ
レットや福祉の相談窓口114の案内チラシ等を作成・
配布しています。 

 
●課題 
市⺠アンケートでは、約８割の方が制度の内容を知らないと回答していることから、

制度の意義や、どのような場合に制度が役に立つかといったことなど、具体的にわか
りやすく説明する機会を作っていくとともに、若い世代も含めた幅広い世代への周知
方法を工夫する必要があります。他方、年代や立場など、対象者別にターゲットを絞っ
た周知も必要です。なお、成年後見制度自体の難しいイメージや手続きの複雑さなど、
市⺠にとって⾝近な制度となっていないことがうかがえることから、周知にあたって
は仕組み等をやさしく表現することが必要です。 

また、最高裁判所が示す法定後見制度の利用状況では、「保佐」や「補助」など軽
度の方が利用に至っていないことから、制度の仕組みが正しく理解されるような取り
組みが必要です。  

 
112 専門性の高い国家資格のうち、成年後見制度においては、弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士などを指すことが多い。 
113 p.6 参照 
114 p.6 参照 

 

市民向け講演会 

１ 施策
目標 

成年後⾒制度の 
周知・啓発 
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●取り組みの方向性 
誰もが成年後⾒制度を正しく理解できるよう、引き続き市⺠ニーズを踏まえたわか

りやすい制度の周知に努めます。また、支援が必要な人が適切な制度利用に結びつく
よう、情報提供や理解促進につながる機会の充実を図ります。 

主な取り組み 
（１）わかりやすい講演会・講座の開催 
▶ 士業等専門職を講師とした講演会を開催し、後見業務の説明など、具体的

なテーマにより、制度の周知を行います。 
▶ 出前講座など、対話型の啓発事業を推進し、利用者の目線に立った内容で
説明を行うことで、制度の利用促進を図ります。 

（２）講演会や相談会の実施に対する支援 
▶ 士業団体による講演会や無料相談会など、制度に対する各種啓発事業の実

施を支援します。 
（３）広報活動の推進 
▶ 成年後見制度の周知啓発に向けたわかりやすいパンフレットを作成し、公
共施設等に配架するほか、相談窓口、講演会、出前講座等、様々な機会で
配布・説明します。 

▶ 事業や制度の周知にあたって、本市及び社会福祉協議会の広報紙やホーム
ページに加え、メールや SNSなどを活用した周知を行います。 

（４）早期の支援につなげるための相談先の PR 
▶ 制度の利用に至っていない人が早期支援につながるよう、市内各所の相談
窓口の周知を強化します。 

 

●取り組みを測る指標 
指標名 単位 

現況値 目標値 目標値 

令和元年度 令和５年度 令和８年度 

成年後見制度出前講座の受講者数 人 186 250 300 

成年後見制度出前講座の実施回数 回 5 10 24 

成年後見に関わる相談件数 件 644 750 800 
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成年後見制度は、どんな人が利用するの？ 

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって物事を判断す
る能力が不十分な方（本人）の権利を守る支援者（成年後見人等）を選ぶこと
で本人を法律面、生活面で支援する制度です。 

成年後見人等は、福祉サービスの利用や入所・入院の契約又は不動産や預貯
金などの財産管理の代理・補助により本人の権利と暮らしを守ります。 
・頼れる親族がおらず物忘れも増えてきた。今後の財産管理が心配。 
・悪質業者から連絡があり騙されそうになった。今後も騙されないか心配。 
・成年後見人が相談にのってくれて、サポートを受けながら今までどおり地域

生活を続けることができた。 
・書類手続きや契約など一人では難しかったことを成年後見人がちゃんとやっ

てくれるから安心。 
……など、様々な場面で成年後見制度が活用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成年後見制度とは 

 

  

不動産や預貯金 

介護などのサービスや

施設の入所など 

遺産分割など 

財産の管理 

協議 契約 

判断能力の不十分な人 

被害防止 

悪徳商法などの

不利益な契約 

 保護・支援  
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任意後見制度はどんな制度？ 

法定後見制度と異なり、本人が十分な判断能力があるうちに、自ら選任した代
理人と契約を結んでおくことができるのが、任意後見制度です。 
任意後見制度のメリットとして、任意後見人を誰にするか、どんなことをして

もらうか、本人があらかじめ決めておくことで、本人の希望に沿った適切な保護・
支援をすることが可能です。 
●任意後見制度の手続きの流れ 
 

 

 

法定後見制度はどんな制度？ 

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります（p.68参照）。 
法定後見制度は、既に判断能力が不十分な時に、申立てにより家庭裁判所によっ

て選任された成年後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支
援する制度です。 
●法定後見制度の手続きの流れ 

 

 

  

本人 

本

人

�

判

断

能

力

�

低

下 

任意後見の

受任者 

任意後見監督人の

選任 

家庭裁判所 

 

 

契約の効力が発生 

監督 

任意後見監督人任意後見監督人任意後見監督人任意後見監督人    

審判の確定（支援開始）  審理・審判 任意後見契約 申立て 

 

本人、配偶者 

四親等内の親族等 

支援 

成年後見人等 本人 

成年後見人等の 

選任 

家庭裁判所 

審判の確定（支援開始） 審理・審判 書類の準備・申立て 




